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はじめに 

 

学校の部活動は生徒の自主的、自発的な参加により行われ、スポーツや文化、

科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養に資するなど、生

徒たちの多様な学びの場として、教育的意義は高いものがあります。 

  しかしながら、今日においては、社会・経済の変化等により教育等に関わる

課題が複雑化・多様化しており、価値観が様々な生徒や保護者への対応や少子

化に伴う生徒の減少、顧問教師の不足等、学校や教師だけでは解決できない課

題が増えています。また、平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査

の結果において、県内公立中学校の運動部活動の平均実施時間が、男女とも全

国最長であったことがスポーツ庁より発表され、生徒のバランスのとれた生

活と成長の観点からも、部活動の在り方に関して見直しをする必要がありま

す。 

さらに、教職員の長時間勤務の実態が明らかになり、学校における働き方改

革に向けた取組を、推進していく必要もあります。その方針の１つに、部活動

の負担軽減が挙げられており、教育委員会及び各学校で取組むことが求められ

ています。 

以上のことから今後、部活動を持続可能なものとするために、部活動の在り

方に関して見直しをする必要があります。各学校においては、部活動に対する

意識を改革し、短時間で効果の得られる合理的でかつ効率的・効果的な運営が

求められています。 

  先に示された、文部科学省、スポーツ庁、文化庁、及び千葉県の部活動ガイ

ドラインとともに、この指針に示した内容を確認し、安全で適切な部活動が実

施されますようお願いいたします。 
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１ 「市川市学校部活動の運営方針」策定の趣旨 

  本運営方針は、市川市の公立学校である中学校（義務教育学校後期課程、特

別支援学校中学部を含む）の学校部活動（運動系・文化系）を対象とし、生徒

たちにとって望ましい活動環境を構築し、最適に実施されることを目指すも

のとする。 

  本運営方針の基本的な考え方は、「運動部活動の在り方に関する総合的なガ

イドライン」（平成３０年３月スポーツ庁）、「文化部活動の在り方に関する総

合的なガイドライン」（平成３０年１２月文化庁）に則り、千葉県が策定した

「安全で充実した運動部活動のためのガイドライン」（平成３０年６月）、「持

続可能で充実した文化部活動のためのガイドライン」（平成３１年３月）及び

「学校における働き方改革推進プラン」（平成３０年９月）、「学校の働き方改

革を踏まえた部活動改革について」（令和２年９月）を参考にしている。 

  また、小学校の部活動（義務教育学校前期課程、特別支援学校小学部を含む）

及び、特別支援学校高等部についても対象とするが、児童・生徒の心身の発達

の程度に更に配慮するものとする。 

 

２ 適切な運営のための体制整備 

（１）方針の策定 

校長は、本運営方針に則り、毎年度「学校部活動に係る活動方針」※資料 1

を策定する。また、学校部活動顧問（以下、顧問）は、部の活動方針・年間の

活動計画（活動日、休養日及び参加予定大会日程等）※資料 2並びに毎月の活

動計画及び活動実績（活動日時・場所、休養日及び大会参加日等）※資料 3を

作成し、校長に提出する。 

校長は、本運営方針《概要ポスター》及び「学校部活動に係る活動方針」を

学校のホームページへ掲載するとともに、必要に応じて配付する等により公表

する。また、顧問は、部の活動方針及び年間・毎月の活動計画を生徒・保護者

に公表する。 
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（２）指導・運営に係る体制の構築 

  校長は、生徒や教師の数を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教

師の長時間勤務の解消等の観点から、円滑に持続可能な学校部活動を実施で

きるよう、適正な数の部活動を設置する。 

  校長は、顧問の決定に当たり、学校の校務全体が効率的・効果的に実施され

るよう、教師の他の分掌や経験等を考慮する。また、必要に応じて「部活動地

域指導者協力事業」による、専門的な指導力を備えた地域指導者を活用する。

さらに、できる限り複数の顧問を配置できるような体制づくりをする。  

  校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各部の活動内容を把

握し、生徒が安全に有意義な活動を行い、教師の負担が過度とならないよう持

続可能な運営体制が整えられているか等について、適宜、指導・是正を行う。 

  校長は、顧問の部活動への関与について、千葉県教育委員会から示された

「学校における働き方改革推進プラン」を踏まえ、法令に則り、業務改善及び

勤務時間管理等を行う。 

 

３ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組 

（１）適切な指導 

  校長及び顧問は、生徒の心身の健康管理や事故防止に万全を尽くすととも

に、体罰やハラスメントの根絶を徹底する。 

  運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地から、トレーニング効果を高めるた

めには、休養を適切に取ることが必要であることや、過度の練習はスポーツ障

害や外傷のリスクを高めてしまうこと等を正しく理解する。 

文化部顧問は、生徒のバランスのとれた健全な成長の確保の観点から、休養

を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習が生徒の心身に負担を

与え、様々なリスクを高めること等を正しく理解する。 

  さらに顧問は、生徒が生涯にわたってスポーツや芸術文化等に親しむ基礎

を養うことができるよう、生徒とのコミュニケーションを十分に図り、生徒が

バーンアウトすることなく、技能や記録の向上等それぞれの目標を達成でき
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るよう、部活動の特性を踏まえ、休養を適切に取りつつ短時間で効果が得られ

る指導を行う。 

 

（２）体罰の根絶等 

  体罰は学校教育法で禁止されていることはもとより、人権尊重の精神に反

し、絶対に許されないことである。顧問は、いわゆる「勝利至上主義」に偏る

あまり、生徒の人格を傷つける言動や体罰を、厳しい指導として正当化するこ

とは決してあってはならず、校長は全職員で共通理解のもと、体罰の根絶を徹

底する。 

  また、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントによって、生徒の人格

や尊厳を不当に傷つけることがないよう併せて配慮する。 

 

（３）事故防止、安全確保に注意した指導 

  部活動中のけがや事故を未然に防止し、安全な活動を実現するために、校長

は学校全体としての体制づくりを行う。 

  近年の温暖化による熱中症への予防としては、暑さ指数（ＷＢＧＴ）を参考

にし、顧問は、練習内容の変更や中止の判断を適切に行うようにする。その際、

運動部活動における判断の基準を以下のとおりとする。 

暑さ指数 段階 対応 

３２℃以上 危険 運動は原則中止 

２８℃以上 厳重警戒 警戒時の対応に加え、運動は半日まで 

２５℃以上 警戒 

エアコンで冷やした部屋を用意する 

積極的に休息時間を設ける 

水分だけでなく塩分も補給する 

体育館では、冷風機の活用を促進する 
※大会等に参加している場合は、主催者と協議した上で適切に判断する。 

※暑さ指数は、環境省熱中症予防情報サイトの観測地点による。 

             （市川市は船橋観測地点又は江戸川臨海観測地点） 
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  また、休日の練習や大会等を校外で行う際に、校長の判断で自転車での移動

を認める場合、自転車用ヘルメットの着用を徹底する。 

  

４ 適切な休養日等の設定 

部活動は、様々な教育的価値があり、人間形成に大きく役立つものであるが、

適切な休養を伴わない活動は、顧問、生徒ともに無理や弊害を生むという指摘

もある。また、生徒の多様な体験の充実や心身の健全な成長を促進するという

観点からも、部活動の適正化が必要であると考え、以下を基準とする。 

（１）活動時間 

1日の活動時間は、長くとも、平日では２時間程度とし、土曜日及び日曜日

（以下「週末」という）を含む学校の休業日は３時間程度とする。ただし、種

目の特性や活動目的等に応じて、この時間を超えて活動する場合は、その前後

の活動時間を短縮すること等により、過度にならないよう留意して活動する。 

 

（２）休養日の設定 

学期中は平日に１日以上、週末に１日以上の、少なくとも週当たり２日以上

の休養日を設けることを基準とする。週末に大会等に参加した場合は、他の日

に休養日を振り替える。 

  市川市では、月曜日の始業前と水曜日の放課後の時間を「ノー部活タイム」 

と設定しているので、合わせて平日の１日分の休養日とする。 

    長期休業中は、学期中の休養日の設定に準じた扱いとするが、生徒が十分な

休養を取ることができるとともに、部活動以外にも多様な活動を行うことが

できるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。休養期間に

は、夏季休業中の学校閉庁日、年末年始の休日等を活用する。 

 

（３）地域や学校の実態を踏まえた工夫 

休養日及び活動時間の設定については、地域や学校の実態を踏まえ、定期試 

験前後の一定期間等、部活動共通で学校全体の部活動休養日を設ける。 
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５ 生徒のニーズを踏まえた環境の整備 

（１）生徒のニーズを踏まえた部活動の設置      

  校長は、生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる部活動の設

置を検討する。また、単一の学校では特定の分野や種目の部活動を設けること

ができない場合には、拠点校による合同部活動への取組を教育委員会と連携

し推進していく。 

 

（２）活動方針の策定及び活動計画の作成 

  校長および顧問は、学校の教育目標を踏まえた上で、生徒が生涯にわたって

スポーツ・芸術文化等に親しむための基礎を育むことのできるよう、バランス

のとれた活動方針を策定する。 

  また、生徒には技能の向上や記録の更新、一定のペースでの取組、交友関係

を深めること等様々な目的や目標があるので、意見交換等を通じて多様なニ

ーズを把握して活動計画を作成する。 

 

（３）地域との連携 

校長は、部活動環境の充実の観点から、学校や地域の実態に応じて、地域の

人々の協力、社会教育施設の活用やスポーツ団体・社会教育関係団体等との連

携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等による、学校と地域が共に子ど

もを育てるという視点に立った、学校と地域が協働・融合した形での地域にお

ける持続可能な環境整備を進める。 

校長は、顧問が当該部活動の経験がない場合、市の「部活動地域指導者協力

事業」を活用し、専門的な指導力を備えた地域指導者の協力を仰ぐ。 

また、学校管理下でない社会教育（体育）に位置づけられる活動については、

各種保険の加入や、学校の負担が増加しないこと等に留意しつつ、学校施設の

開放を推進する。実際の運用にあたっては、生徒及び保護者へ十分に説明をし、

互いの深い理解の上で、協働運営ができる体制を築くことを前提とする。 
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６ 参加する大会等の見直し 

校長は、部活動が参加する大会等や地域の行事・催し等を把握し、週末等に

開催される様々な大会等や地域の行事・催し等に参加することが、生徒や顧問

の過度な負担とならないよう、参加する大会等や地域の行事・催し等を精査す

る。 
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